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1.理念・使命・特性 
理念【整備基準 1】 

1) 本プログラムは，福島県会津医療圏の地域医療を担う中核的病院であり，かつ急性期病

院である福島県立医科大学会津医療センター附属病院を基幹施設として，福島県会津医

療圏を中心に県下医療圏にある連携施設・特別連携施設とで急性期から地域医療，東洋

医学および緩和ケアにおける終末期医療まで含む幅広い内科専門研修を経て人間性豊か

な優れた医療人の育成を行います．これまで新しい地域医療の創造に貢献してきた実績

と未曾有の大震災および原発事故の経験を踏まえ，臨床経験豊かな多くの指導医のもと

で患者一人ひとりと地域社会のニーズに応えられる医療を実践できるような研修プログ

ラムを整備しました．WHO が求める医療の Quality に必須要素とされる「patient and 

family centered medicine」「evidence based medicine」「narrative based medicine」

の３つを十分に考慮したプログラムです．社会から信頼される医療安全を基盤に，標準

的かつ全人的な内科診療の実践に必要な知識・技能の獲得に加えて，福島県会津医療圏

ひいては福島県全体の医療事情を理解し，地域の実情に合わせた実践的な医療も行える

研修を行います． 

 

2) 初期臨床研修を修了した内科専攻医は，本プログラム専門研修施設群での 3 年間（基幹

施設 2 年間＋連携・特別連携施設 1 年間）に，豊富な臨床経験を持つ指導医の適切な指

導の下で，内科専門医制度研修カリキュラムに定められた内科領域全般にわたる研修を

通じて，標準的かつ全人的な内科的医療の実践に必要な知識と技能とを修得します．内

科領域全般の診療能力とは，臓器別の内科系サブスペシャルティ分野の専門医にも共通

して求められる基礎的な診療能力です．また，知識や技能に偏らずに，患者に人間性を

もって接すると同時に，医師としてのプロフェッショナリズムとリサーチマインドの素

養をも修得して可塑性が高く様々な環境下で全人的な内科医療を実践する先導者の持つ

能力です．内科の専門研修では，幅広い疾患群を順次，経験してゆくことによって，内

科の基礎的診療を繰り返して学ぶとともに，疾患や病態に特異的な診療技術や患者の抱

える多様な背景に配慮する経験とが加わることに特徴があります．そして，これらの経

験を単に記録するのではなく，病歴要約として，科学的根拠や自己省察を含めて記載し，

複数の指導医による指導を受けることによってリサーチマインドを備えつつも全人的医

療を実践する能力を涵養することを可能とします． 

 

使命【整備基準 2】 

1) 超高齢社会を迎えた福島県のみならず日本を支え，人々の命と未来を支える内科専門医

として，①高い倫理観を持ち，②最新の標準的医療を実践し，③安全な医療を心がけ，

④プロフェッショナリズムに基づく患者中心の医療を提供し，臓器別専門性に著しく偏

ることなく全人的な内科診療を提供すると同時にチーム医療を円滑に運営できる研修を

行います． 

2) 本プログラムを修了し内科専門医の認定を受けた後も，常に自己研鑽を続け，最新の情

報を学び，新しい技術を修得し，標準的な医療を安全に提供し，疾病の予防，早期発見，

早期治療に努め，自らの診療能力をより高めることを通じて内科医療全体の水準をも高
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めて，地域住民，日本国民を生涯にわたって最善の医療を提供してサポートできる研修

を行います． 

 

3) 疾病の予防から治療に至る保健・医療活動を通じて地域住民の健康に積極的に貢献でき

る研修を行います．  

 

4) 将来の医療の発展のためにリサーチマインドを持ち臨床研究，基礎研究を実際に行う契

機となる研修を行います． 

 

特性 

1）本プログラムは，福島県会津医療圏の地域医療を担う中核的病院であり，かつ急性期病院

でもある福島県立医科大学会津医療センター附属病院を基幹施設として，会津医療圏を中

心とした連携施設・特別連携施設と病院群を形成しています(表１)．また，福島県全体の

医療の中心となる福島県立医科大学附属病院とも連携し，広大な福島県全域の医療を理

解・実践しながら研修を行います．研修期間は基幹施設および連携施設・特別連携施設の

3年間になります． 

 

2）当院は会津地域の病診・病病連携の中核であり，へき地医療拠点センター病院としての役

割を担っており，その特性を活かして，一般的疾患の経験はもちろん，超高齢社会を反映

し複数の病態を持った患者の診療経験も豊富にでき，地域病院との病病連携や診療所との

病診連携も経験できます．特に，県立南会津病院や県立宮下病院といったいわゆる奥会津

の病院を特別連携施設として登録しており，へき地における医療を経験しながらも最先端

の医療も同時に実践できる，幅の広いプログラム構成となっています． 

 

3）当院の大学附属病院としての特色を活かした高度な先進的な医療の経験，さらに研究およ

び教育まで専攻医の様々な要望に対応できる研修を行います．福島県立医科大学会津医療

センターでは複数の臨床講座が大学院講座も併設しており，本プログラム終了後の博士号

取得に向けた研究にも希望により対応できます． 

 

4）当院は全国的にも数少ない漢方内科，全国唯一の漢方外科（鍼灸）を整備しており，その

特性を生かして西洋医学的観点のみならず東洋医学的観点からも患者さんに対応できま

す．他施設にはない全方位的な研修を行えます． 

 

5）当院は緩和ケア科・緩和ケア病棟を整備しており，終末期まで含む全人的な研修を行いま

す．すなわち，一人の患者さんに対して，最初の診断から最終転帰に至るまで一貫して診

療に携わることができることも大きな特色と考えます． 

 

6）本プログラムは，症例をある時点で経験するということだけではなく，主担当医として，

入院から退院〈初診・入院～退院・通院〉まで可能な範囲で経時的に，診断・治療の流れ

を通じて，一人一人の患者の全身状態，社会的背景・療養環境調整をも包括する全人的医
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療を実践します．そして，個々の患者に最適な医療を提供する計画を立て実行する能力の

修得をもって目標への到達とします． 

 

7）基幹施設である福島県立医科大学会津医療センター附属病院と連携施設（・特別連携施設）

の病院群での３年間で，「研修手帳（疾患群項目表）」に定められた 70疾患群のうち，

少なくとも通算で 56疾患群，160症例以上を経験し，日本内科学会専攻医登録評価シス

テム（J-OSLER）に登録できます．可能な限り，「研修手帳（疾患群項目表）」に定めら

れた 70疾患群，200 症例以上の経験を目標とします． 

 

8）専攻医 2年修了時点で，指導医による形成的な指導を通じて，内科専門医ボードによる評

価に合格できる 29 症例の病歴要約を作成できます． 

 

専門研修後の成果【整備基準 3】 

内科専門医の使命は，①高い倫理観を持ち，②最新の標準的医療を実践し，③安全な医療

を心がけ，④プロフェッショナリズムに基づく患者中心の医療を展開することです．内科専

門医のかかわる場は多岐にわたりますが，それぞれの場に応じて，以下の項目に合致した役

割を果たし，地域住民，国民の信頼を獲得します． 

1）地域医療における内科領域の診療医（かかりつけ医） 

2）内科系救急医療の専門医 

3）病院での総合内科（Generality）の専門医 

4）総合内科的視点を持ったサブスペシャリスト 

 

 それぞれのキャリア形成やライフステージ，あるいは医療環境によって，求められる内科

専門医像は単一ではありません．重要なことは，その環境に応じて役割を果たすことができ

る，必要に応じた可塑性のある幅広い内科専門医を多く輩出することです． 

福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修施設群での研修終了後は，その

成果として，内科医としてのプロフェッショナリズムの涵養と Generalなマインドを持ち，

それぞれのキャリア形成やライフステージによって，これらいずれかの形態に合致する，も

しくは同時に兼ねることが可能な人材を育成します．そのためには，超高齢社会を迎えた日

本のいずれの医療機関でも不安なく内科診療にあたる実力を獲得していることを要します．

また，希望者は早期からのサブスペシャルティ領域専門医の研修や高度・先進的医療，大学

院などでの研究を開始する準備を整えうる経験ができることも，本施設群での研修が果たす

べき成果です． 

 

2.募集専攻医数【整備基準 27】 
下記 1)～6)により，福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラム

で募集可能な内科専攻医数は 1学年４名とします． 

1）剖検体数は 2015年度 3体，2016年度 4体ですが，連携施設からの按分数をふまえて①学

年４名であれば十分な指導が可能です． 
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2）当院においては，総合内科が様々な内科疾患をカバーするため，内科診療科の数以上にさ

まざまな症例を経験することができます．また，当院外来患者や連携施設も含めれば，1

学年 4名に対し十分な症例を経験可能です（表２「福島県立医科大学会津医療センター附

属病院診療科別診療実績」参照）．当院だけでも,70 疾患群のうち少なくても 64 以上の

疾患群について研修できます． 

 

3）12 領域の専門医が少なくとも 1 名以上在籍しています（表１「福島県立医科大学会津医

療センター附属病院内科専門研修施設群」参照）． 

 

4）当院における症例数ならびに他施設との連携により，1 学年 4 名までの専攻医であれば，

専攻医 2 年修了時に「研修手帳（疾患群項目表）」に定められた 45 疾患群，120 症例以

上の診療経験と 29 病歴要約の作成は達成可能です（表３「各内科専門研修施設の内科 13

領域の研修の可能性」参照）． 

 

5）専攻医 3年次に研修する連携施設・特別連携施設には，高次機能・専門病院２施設，地域

医療密着型病院２施設があり，専攻医のさまざまな希望・将来像に対応可能です（表１「福

島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修施設群」・表２「福島県立医科大

学会津医療センター附属病院診療科別診療実績」参照）． 

 

6）当院における症例数ならびに他施設との連携により，専攻医 3年修了時に「研修手帳（疾

患群項目表）」に定められた少なくとも 56 疾患群，160 症例以上の診療経験は達成可能

です． 

 

3.専門知識・専門技能とは 
1）専門知識【整備基準 4】［「内科研修カリキュラム項目表」参照］ 

 専門知識の範囲（分野）は，「総合内科」，「消化器」，「循環器」，「内分泌」，「代

謝」，「腎臓」，「呼吸器」，「血液」，「神経」，「アレルギー」，「膠原病および類縁

疾患」，「感染症」，ならびに「救急」で構成されます．「内科研修カリキュラム項目表」

に記載されている，これらの分野における「解剖と機能」，「病態生理」，「身体診察」，

「専門的検査」，「治療」，「疾患」などの理解と実践を目標（到達レベル）とします． 

 福島県立医科大学会津医療センター附属病院には，内科系診療科として「総合内科」，「消

化器内科」，「小腸・大腸・肛門科」，「循環器内科」，「糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科」，

「感染症・呼吸器内科」，「血液内科」，「漢方内科」,「緩和ケア科」があります．神経，

膠原病関連疾患については主に総合内科での研修が可能であり，前述の専門知識習得が必要

とされる分野に記されているこれら診療科で一通りカバーされます．また，救急疾患につい

ては，総合内科をはじめとした各診療科や内科および外科医師から構成される救急チームが

対応にあたり，全病院的に管理されています．このように，福島県立医科大学会津医療セン

ター附属病院においては，救急も含めた内科領域全般を確実に学べる体制が整っています． 

 また，当院の大きな特徴として漢方医学センターが設置されており，入院病棟も備えて煎

じ薬を用いた本格的な湯液診療（漢方内科）や鍼灸診療（漢方外科）を実施し，現代西洋医

学だけでは十分な満足が得られない患者への東洋医学的診療も幅広く行っており，各疾患に
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対する様々な角度からの知識・技術習得が可能です．一方，各分野における専門知識の習得

に並行して，特に悪性疾患を学ぶにあたり，終末期医療についての専門知識の理解と実践も

極めて重要なことです．当院には緩和ケア病棟が設置されており，「緩和ケア科」がそのマ

ネージメントを行っています． 

 このように，福島県立医科大学会津医療センターでは，基本的な各内科疾患の専門知識の

習得・実践のみならず，東洋医学や終末期医療など，幅広い分野・角度から学ぶことが可能

です．さらには，関連施設との連携も充実しており，個々のニーズに応じた研修をすること

ができます． 

 

2）専門技能【整備基準 5】［「技術・技能評価手帳」参照］ 

 内科領域の「技能」は，幅広い疾患を網羅した知識と経験とに裏付けをされた，医療面接，

身体診察，検査結果の解釈，ならびに科学的根拠に基づいた幅の広い診断・治療方針決定を

指します．さらに全人的に患者・家族と関わってゆくことや他のサブスペシャルティ専門医

へのコンサルテーション能力とが加わります．これらは，特定の手技の修得や経験数によっ

て表現することはできません．福島県立医科大学会津医療センター附属病院では，３年次に

は内科領域全般について，診断と治療に必要な身体診察，検査所見解釈，治療方針決定を専

攻医が自立して行うことかができるようにプログラムを構築しています． 

 一方，診療技能として，内科領域の中には臓器別の特殊な検査や手技も含まれており，サ

ブスペシャルティ専門医でなくとも一定程度の経験が求められています．これらの修得は症

例経験の中で達成されるべきものではありますが，福島県立医科大学会津医療センター附属

病院では，「技術・技能評価手帳」に記載されている到達レベル Aの項目以外にも，通常の

上部消化管内視鏡検査や心臓・腹部超音波検査などについては，ルーティーンな施行であれ

ば指導医の監督の下で確実に遂行できるように指導を受けることができます．また，内科各

領域で施行されている各種専門的検査・治療においても，主治医そして介助者として積極的

に関わりながら，リアルタイムに検査結果の解釈や幅の広い診断・治療方針決定を学ぶこと

ができます．このように，一定の侵襲性を伴う検査や治療に直接的に携わることで，全人的

な患者・家族への関わり方，またサブスペシャルティ専門医へのコンサルテーション能力も

しっかりと研修することができると考えています．  

 

4.専門知識・専門技能の習得計画 
1）到達目標【整備基準 8～10】（別表 1「福島県立医科大学会津医療センター附属病院疾患

群各年次到達目標」参照） 

 主担当医として「研修手帳（疾患群項目表）」に定める全 70 疾患群を経験し，200症例以

上経験することを基本的な目標とします． 

 

2) 基本となるプログラム 

 福島県立医科大学会津医療センター附属病院での研修においては，「研修カリキュラム項

目表」の知識，技術・技能修得は必要不可欠なものであり，修得するまでの最短期間は３年

間（基幹施設 2年間＋連携・特別連携施設 1年間）としますが，修得が不十分な場合，修得

できるまで研修期間を１年単位で延長します．内科領域研修を幅広く行うため，内科領域内
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のどの疾患を受け持つかについては多様性があります．そこで，専門研修（専攻医）年限ご

とに内科専門医に求められる知識・技能・態度の修練プロセスは以下のように設定します． 

 

○専門研修（専攻医）１年次: 

 症例：１年修了時には，「研修手帳（疾患群項目表）」に定める 70疾患群のうち，少な

くとも 20 疾患群，60 症例以上を経験し，日本内科学会 J-OSLER にその研修内容を登録

します．また，専門研修修了に必要な病歴要約を 10 症例以上記載して日本内科学会

J-0SLER に登録します．全ての専攻医の登録状況については担当指導医の評価と承認が

行われます． 

 技能：研修中の疾患群について，診断と治療に必要な身体診察，検査所見解釈，および

治療方針決定を指導医，サブスペシャルティ上級医とともに行うことができます．また，

受け持った興味ある症例については，症例報告として学会発表・論文発表を行えるよう

にします． 

 態度：専攻医自身の自己評価と指導医，サブスペシャルティ上級医およびメディカルス

タッフによる 360 度評価とを複数回行って態度の評価を行い担当指導医がフィードバッ

クを行います． 

 

○専門研修（専攻医）２年次: 

 症例：２年修了時には，「研修手帳（疾患群項目表）」に定める 70 疾患群のうち，通

算で少なくとも 45 疾患群，120 症例以上の経験をし，日本内科学会 J-0SLER にその研

修内容を登録します．また，専門研修修了に必要な病歴要約をすべて記載して日本内科

学会 J-0SLERへの登録を終了します．全ての専攻医の登録状況については担当指導医の

評価と承認が行われます． 

 技能：研修中の疾患群について，診断と治療に必要な身体診察，検査所見解釈，および

治療方針決定を指導医，サブスペシャルティ上級医の監督下で行うことができます．ま

た，受け持った興味ある症例については，症例報告として学会発表・論文発表を行える

ようにします． 

 態度：専攻医自身の自己評価と指導医，サブスペシャルティ上級医およびメディカルス

タッフによる 360 度評価を複数回行って態度の評価を行います．専門研修（専攻医）1

年次に行った評価についての省察と改善とが図られたか否かを指導医がフィードバッ

クします． 

 

○専門研修（専攻医）３年次: 

 症例：３年修了時には，主担当医として「研修手帳（疾患群項目表）」に定める全 70

疾患群を経験し，200 症例以上経験することを目標とします．修了認定には，主担当医

として通算で最低 56疾患群以上の経験と計 160症例以上（外来症例は 1割まで含むこと

ができます）を経験し，日本内科学会 J-0SLERにその研修内容を登録します．専攻医と

して適切な経験と知識の修得ができることを指導医が確認します．なお，既に専門研修

2 年次までに登録を終えた病歴要約は，日本内科学会病歴要約評価ボード（仮称）によ

る査読を受けます．査読者の評価を受け，形成的により良いものへ改訂します．但し，

改訂に値しない内容の場合は，その年度の受理を一切認められないことに留意します． 
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 技能：内科領域全般について，診断と治療に必要な身体診察，検査所見解釈，および治

療方針決定を自立して行うことができます．また，症例報告としての学会発表・論文発

表だけではなく，臨床研究の立案，実施，学会・論文発表も行えるようにします． 

 態度：専攻医自身の自己評価と指導医，サブスペシャルティ上級医およびメディカルス

タッフによる 360 度評価とを複数回行って態度の評価を行います．専門研修（専攻医）2

年次に行った評価についての省察と改善とが図られたか否かを指導医がフィードバック

します．また，内科専門医としてふさわしい態度，プロフェッショナリズム，自己学習

能力を修得しているか否かを指導医が専攻医と面談し，さらなる改善を図ります． 

 

3) 福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラムにおける３つの研

修コース（選択制） 

 上記の修練プロセスを基本とし，本プログラムには３つのコース（内科全域コース，サブ

スペシャルティ重点コース A，サブスペシャルティ重点コース B）を設定しています（図１「福

島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門医研修プログラムにおける３つのコー

ス」，図２「福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門医研修における週間スケ

ジュール（例）」参照）． 

 当基幹施設内での研修においては，いくつかの診療科を合わせたグループ（グループ１：

総合内科/漢方内科，グループ２：血液内科/感染症・呼吸器内科，グループ３：消化器内科/

小腸・大腸・肛門科，グループ４：循環器内科/糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科）をローテー

ションで回るため，随時専門領域横断型の研修ができます．基本的には，３年間の研修期間

のうち，当院で２年間，連携病院で１年間の研修としますが，症例経験の充足度に応じて，

当院での２年間の研修中に連携病院での研修（１施設３ヶ月以上）を行うことも可能です． 

 

① 内科全域基本コース（図１−１） 

 ３年間にわたって，全ての内科領域をほぼ均等に履修するコースです．２年間で各内科

グループを６ヶ月ずつ履修し，主担当医として「研修手帳（疾患群項目表）」に定める全

70疾患群を経験し，200症例以上経験することを目標とします．３年次には連携施設にて

充足していない症例経験を目的とした研修を行います．また，２年間で目標を達成し，基

本的カリキュラムの知識，技術・技能を修得したと認められた専攻医には，希望に応じて

サブスペシャルティ領域専門医取得に向けた知識・技術・技能研修を３年次から開始させ

ます． 

 

② サブスペシャルティ重点コース A（図１−３） 

 早期でのサブスペシャリティ領域専門医取得を念頭に置き，研修１年次からサブスペシ

ャルティ研修を一定期間行うコースです．当初の２年間のうち，１年間(１年次６ヶ月，

２年次６ヶ月)はサブスペシャルティを希望する科で研修（連携施設での研修も可）を行

い，１年間は希望するサブスペシャルティ領域以外の内科グループまたは診療科（連携施

設での研修も可）で研修を行います．３年次には連携施設もしくは当院にて，サブスペシ

ャルティ領域研修を中心として，充足していない領域の症例経験を目的とした研修を行い

ます．なお，本コースではサブスペシャルティに割く時間が多くなるため，他の領域の必

須項目の研修が不足する懸念もあります.このため，担当指導医（メンター）がサブスペ
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シャルティ以外の研修状況を随時把握し，不足分の項目については外来症例で充足するこ

とも含めて、適切な指導を行います。 

③ サブスペシャルティ重点コース B（図１−３） 

 重点コース A同様に，早期でのサブスペシャリティ領域専門医取得を念頭に置いたコー

スですが，本コースは，１年次は３ヶ月毎に各内科コースをローテーションし，２年次か

らサブスペシャルティ領域の一定期間研修が始まります.2 年次にはサブスペシャルティ

領域の当院診療科で６ヶ月間研修を行い，その後の６ヶ月は充足していない領域の症例経

験を目的とした研修を当院もしくは連携病院で行います．３年次は連携施設もしくは当院

にて，サブスペシャルティ領域を中心とした研修を行います．もし充足していない症例経

験があれば，３年次に希望診療科での研修を行います．なお，本コースではサブスペシャ

ルティに割く時間が多くなるため，他の領域の必須項目の研修が不足する懸念もあります.

このため，担当指導医（メンター）がサブスペシャルティ以外の研修状況を随時把握し，

不足分の項目については外来症例で充足することも含めて、適切な指導を行います。 

 

4) 臨床現場での学習【整備基準 13】 

 内科領域の専門知識は，広範な分野を横断的に研修し，各種の疾患経験とその省察とによ

って獲得されます．内科領域を 70疾患群（経験すべき病態等を含む）に分類し，それぞれに

提示されているいずれかの疾患を順次経験します．この過程によって専門医に必要な知識，

技術・技能を修得します．代表的なものについては病歴要約や症例報告として記載します．

また，自らが経験することのできなかった症例については，カンファレンスや自己学習によ

って知識を補足します．これらを通じて，遭遇する事が稀な疾患であっても類縁疾患の経験

と自己学習によって適切な診療を行えるようにします．以下に具体的な知識・技能の習得機

会について記します． 

 

 入院診療 

内科専攻医は，担当指導医もしくはサブスペシャルティの上級医の指導の下，主担

当医として入院症例と外来症例の診療を通じて，内科専門医を目指して常に研鑽し

ます．主担当医として，入院から退院〈初診・入院～退院・通院〉まで可能な範囲

で経時的に，診断・治療の流れを通じて，一人一人の患者の全身状態，社会的背景・

療養環境調整をも包括する全人的医療を実践します．また，最低でも朝夕２回はチ

ーム回診を行い，指導医からのフィードバックを受けます． 

 外来診療 

総合内科外来（初診を含む）とサブスペシャルティ診療科外来（初診を含む）を少

なくても週 1 回，1 年以上担当医として経験を積みます．外来終了後には，必ず指

導医との振り返りを行い，自身の対応が適切であったか否かを振り返ります． 

 各種検査治療 

基本的な内科系検査として捉えられる「腹部超音波検査」，「心臓超音波検査」，

「上部消化管内視鏡検査」などについては，外来・入院患者に対する検査を自ら行

えるように手技を修得します．なお，これらの手技は，他専門診療科のローテンシ

ョン中も可能な限り実践し技能向上に努めます．また，そのほかの専門的検査治療
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については，主治医・介助者として施行に携わり専門的知識の習得ひいては技能の

習得に努めます． 

 救急診療 

Rapid Response System チーム（救急当番：平日勤務時間帯）の一員として，また

日当直業務（休日および平日夜間）を通じて内科領域の救急診療の経験を積みます． 

 日当直 

日当直医として病棟急変などの経験を積みます．また，日当直終了後には指導医と

救急症例についてのカンファレンスを行い，振り返りでの学習を行います． 

 指導医とのカンファレンス 

週に１回，当該週の自己学習結果を指導が評価し，研修手帳に記載します．また，

問題症例や技能習得における問題などが発生した際には，随時指導医と討論を行い，

問題解決に向けた考え方を学びます. 

 内科グランドカンファレンス 

定期的（毎週木曜日）に開催される内科グランドカンファレンスに出席し，診断治

療困難な担当症例や臨床研究症例のプレゼンテーションを行い，各診療科の専門家

を交えた詳細な症例検討を行うことで，各症例の病態や診断過程の理解を深め，多

面的な見方や最新の情報を得ます．また，プレゼンターとして情報検索および他診

療科とのコミュニケーション能力を高めます． 

 各診療科カンファレンス・総回診 

各診療科におけるカンファレンス・総回診に出席・同席し，担当症例のみならず，

ローテーション診療科に入院中の患者や問題となる外来患者についても情報を共

有しながら，専門的な知識技能の習得に努めます． 

 関連診療科とのカンファレンス 

関連診療科（外科など）と合同で患者の診断・治療方針について検討します．この

際に担当医として積極的にプレゼンテーションを行い，他科とのコミュニケーショ

ン能力を確実に身につけます． 

 初期研修医・学生への指導 

初期研修医や学生に対しても積極的に臨床指導を実践し，また，カンファレンス等

におけるプレゼンテーション用の資料についても指導を行うことで，自身の知識や

技能の習得について再確認します．  

 

5) 臨床現場を離れた学習【整備基準 14】 

 内科領域の救急対応，最新のエビデンスや病態理解・治療法の理解，標準的な医療安全や

感染対策に関する事項，医療倫理・医療安全・感染防御・臨床研究や利益相反に関する事項，

専攻医の指導・評価方法に関する事項，などについて以下の方法で研鑽します． 

 

 定期的（毎週 1回程度）に開催される各診療科での抄読会・勉強会 

 医療安全・感染防御に関する講習会（基幹施設 2015年度実績：医療安全 12回，感染防

御 14回） 

※内科専攻医は，基本的には毎回出席するようにします． 

 倫理講習会（基幹施設 2015年度実績：２回） 
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※当院内には臨床倫理委員会が常設されています． 

※医学研究に関する倫理委員会は，福島県立医科大学として設置されています． 

※臨床倫理講習会としての単独開催はありませんが，医学研究に関する倫理講習会を

年２回開催しており，この講習会で医療現場における倫理についても学びます． 

 院内 CPC（基幹施設 2015年度実績：2回開催） 

 研修施設群合同カンファレンス：（2018年度：２−３回開催予定）． 

※内科専攻医は基本的に出席しますが，状況に応じて，インターネットを使ったテレ

カンファレンスでの参加も可能です． 

 当院主催の地域参加型カンファレンス（2018年度：２−３回開催予定） 

※基幹施設である福島県立医科大学会津医療センター附属病院が主催する地域参加

型カンファレンスを定期的に開催し，疾患に対して様々な角度から学び，かつ地域

医療圏における病診連携を図ります． 

※状況に応じて，インターネットを使ったテレカンファレンスでの参加も可能です． 

 会津医療圏における各種研究会・カンファレンス(表４参照)  

 福島県全域，東北，ひいては全国規模の学会研究会（表５参照）  

 JMECC受講（2018 年度：１回開催予定） 

※内科専攻医は必ず専門研修１年もしくは２年までに 1 回受講します． 

※当院内での開催を基本としますが，連携施設での開催への出席も推奨します． 

 内科系学術集会（表５参照） 

 各種指導医講習会/JMECC指導者講習会 

など 

 

6) 自己学習【整備基準 15】 

「研修カリキュラム項目表」では，知識に関する到達レベルを A（病態の理解と合わせて

十分に深く知っている）と B（概念を理解し，意味を説明できる）に分類，技術・技能に関

する到達レベルを A（複数回の経験を経て，安全に実施できる，または判定できる），B（経

験は少数例ですが，指導者の立ち会いのもとで安全に実施できる，または判定できる），C

（経験はないが，自己学習で内容と判断根拠を理解できる）に分類，さらに，症例に関する

到達レベルを A（主担当医として自ら経験した），B（間接的に経験している（実症例をチー

ムとして経験した，または症例検討会を通して経験した），C（レクチャー，セミナー，学会

が公認するセルフスタディやコンピューターシミュレーションで学習した）と分類していま

す．（「研修カリキュラム項目表」参照）自身の経験がなくても自己学習すべき項目につい

ては，以下の方法で学習します． 

 

 内科系学会が行っているセミナーの DVDやオンデマンドの配信 

 日本内科学会雑誌にある MCQ 

 日本内科学会が実施しているセルフトレーニング問題 

 各サブスペシャルティ領域の学会誌の通読 

 スキルラボを利用した技術習得学習（内視鏡・中心静脈穿刺シミュレーターなど） 

 当院開発の二次救急トレーニングアプリケーション（タブレット端末で使用） 
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7) 研修実績および評価を記録し，蓄積するシステム【整備基準 41】 

 日本内科学会 J-0SLER を用いて，以下を webベースで日時を含めて記録します． 

 専攻医は全 70疾患群の経験と 200症例以上を主担当医として経験することを目標に，通

算で最低 56疾患群以上 160症例の研修内容を登録します．指導医はその内容を評価し，

合格基準に達したと判断した場合に承認を行います． 

 専攻医による逆評価を入力して記録します． 

 全 29症例の病歴要約を指導医が校閲後に登録し，専門研修施設群とは別の日本内科学会

病歴要約評価ボード（仮称）によるピアレビューを受け，指摘事項に基づいた改訂を受

理されるまでシステム上で行います． 

 専攻医は学会発表や論文発表の記録をシステムに登録します． 

 専攻医は各専門研修プログラムで出席を求められる講習会等（例：CPC，内科グランドカ

ンファレンス，研修施設群合同カンファレンス，医療倫理・医療安全・感染対策講習会，

など）の出席をシステム上に登録します． 

 

5.プログラム全体と各施設におけるカンファレンス【整備基準 13,14】 
本プログラムにおいては，当基幹施設内で毎週内科グランドカンファレンスを開催し，各

診療科が一堂に会して専攻医が提示する担当症例について様々な角度から討論を行い指導し

ます．また，研修施設群合同カンファレンスも定期的に開催し，幅広い視点からの教育を行

います．なお，プログラム全体と各施設のカンファレンスについては，基幹施設である福島

県立医科大学会津医療センター附属病院研修教育センターが把握し，定期的に E-mailなどで

専攻医に周知し，出席を促します． 

 

6.リサーチマインドの養成計画【整備基準 6,12,30】 
内科専攻医に求められる姿勢とは単に症例を経験することにとどまらず，これらを自ら深

めてゆく姿勢です．この能力は自己研鑽を生涯にわたってゆく際に不可欠となります． 

 福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修施設群は基幹施設，連携施設，

特別連携施設のいずれにおいても，以下に記した内容を通じて基本的なリサーチマインドお

よび学問的姿勢を涵養します． 

 

 患者から学ぶという姿勢を基本とする． 

 科学的な根拠に基づいた診断，治療を行う． 

 最新の知識，技能を常にアップデートする（生涯学習）． 

 診断や治療のエビデンスの構築・病態の理解につながる研究を行うだけでなく，この成

果を研究論文として発表する． 

 自ら経験した症例を報告することにより，深い洞察力を磨く． 

 

 また，教育の視点からの活動も重要です．本プログラムでは内科専攻医としての下記に示

す教育活動を大いに推奨します．このような教育活動は，これまでに学習してきた知識の深

い理解につながります．なお，この際には，WHO が求める医療の Quality に必須要素とされ

る「patient and family centered medicine」「evidence based medicine」「narrative based 

medicine」の３つを十分に考慮した活動を求めます． 
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 初期研修医あるいは医学部学生の指導を行う． 

 後輩専攻医への指導を行う． 

 メディカルスタッフを尊重しながら，必要に応じて適切な指導を行う． 

 

 

7.学術活動に関する研修計画【整備基準 12】 
 福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修施設群は基幹病院，連携病院，

特別連携病院のいずれにおいても以下の項目を必須として学術活動も行います．これらを通

じて，科学的根拠に基づいた思考を全人的に活かせるようにします． 

 

 内科系の学術集会や企画に年 2回以上参加します（必須）． 

※日本内科学会本部または支部主催の生涯教育講演会，年次講演会，CPC および内科系

サブスペシャルティ学会の学術講演会・講習会を推奨します（表４「会津医療圏にお

ける地域参加型カンファレンスおよび研究会一覧」，表５「各診療科で積極的に参加

している福島県/東北地方/全国規模の学会・研究会」）． 

 経験症例についての文献検索を行い，症例報告を行います． 

 臨床的疑問を抽出して臨床研究を行います．また，可能な場合には，内科学に通じる基

礎研究を行います． 

 

内科専攻医は，内科学会において年に 3演題以上の発表を行います．また，各サブスペシ

ャルティ学会においても年 1演題以上の発表を行うようにします．論文発表（英文発表が望

ましい）は研修３年間のうちに筆頭者として２件以上行います．学会・論文発表については，

症例報告を基本としますが，３年次には臨床研究の立案・実施を行い，その結果を原著論文

として報告できるようにします．臨床研究に関しては，各診療科の指導医のみならず，当院

の研修教育センターも全面的にサポートします．また，各種治験に関しては，福島県立医科

大学治験センターのサポートを受けて実施することが可能です（2014−2016 年には 3 件の臨

床治験が実施されています）． 

なお，専攻医が，社会人大学院などを希望する場合でも，福島県立医科大学会津医療セン

ター附属病院内科専門研修プログラムの修了認定基準を満たせるようにバランスを持った研

修を推奨します． 

 

8.コア・コンピテンシーの研修計画【整備基準 7】 
「コンピテンシー」とは観察可能な能力で，知識，技能，態度が複合された能力です．こ

れは観察可能であることから，その修得を測定し，評価することが可能です．その中で共通・

中核となる，コア・コンピテンシーは倫理観・社会性です． 

福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修施設群は基幹施設，連携施設，

特別連携施設のいずれにおいても指導医，サブスペシャルティ上級医とともに下記の項目に

ついて積極的に研鑽する機会を与えます．プログラム全体と各施設のカンファレンスについ

ては，基幹施設である福島県立医科大学会津医療センター附属病院研修教育センターが把握

し，定期的に E-mailなどで専攻医に周知し，出席を促します．それにより内科専門医として
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高い倫理観と社会性を獲得します．また，教える事が学ぶ事につながる経験を通し，先輩か

らだけではなく後輩，医療関係者からも常に学ぶ姿勢を身につけます． 

 

 患者とのコミュニケーション能力 

 患者中心の医療の実践 

 患者から学ぶ姿勢 

 自己省察の姿勢 

 医の倫理への配慮（倫理講習会への参加） 

 医療安全への配慮（医療安全講習会への参加） 

 公益に資する医師としての責務に対する自律性（プロフェッショナリズム） 

 地域医療保健活動への参画 

 他職種を含めた医療関係者とのコミュニケーション能力（多職種カンファレンスの開催） 

 後輩医師への指導 

 

9.地域医療における施設群の役割【整備基準 11,28】 
内科領域では，多岐にわたる疾患群を経験するための研修は必須です．福島県立医科大学

会津医療センター附属病院内科専門研修施設群研修施設は福島県会津医療圏を中心に県下の

病院施設から構成されています．(表１) 

福島県立医科大学会津医療センター附属病院は，福島県会津医療圏の中心的な急性期病院

であるとともに，地域の病診・病病連携の中核です．一方で，地域に根ざす第一線の病院で

もあり，一般的な疾患の経験はもちろん，超高齢社会を反映し複数の病態を持った患者の診

療経験もでき，高次病院や地域病院との病病連携や診療所（在宅訪問診療施設などを含む）

との病診連携も経験できます．また，臨床研究や症例報告などの学術活動の素養を身につけ

ます． 

連携施設，特別連携施設には，内科専攻医の多様な希望・将来性に対応し，地域医療や全

人的医療を組み合わせて，急性期医療，慢性期医療および患者の生活に根ざした地域医療を

経験できることを目的に，高次機能・専門病院である福島県立医科大学附属病院，地域基幹

病院として高次機能を提供している竹田綜合病院，地域医療密着型病院である県立南会津病

院，県立宮下病院で構成しています（表１「福島県立医科大学会津医療センター附属病院内

科専門研修施設群」・表３「各内科専門研修施設の内科 13領域の研修の可能性」参照）． 

高次機能・専門病院（福島県立医科大学附属病院・竹田綜合病院）では，高度な急性期医

療，より専門的な内科診療，希少疾患を中心とした診療経験を研修し，臨床研究や基礎的研

究などの学術活動の素養を身につけます．また，地域基幹病院（竹田綜合病院）では福島県

立医科大学会津医療センター附属病院と異なる環境で，地域の第一線における中核的な医療

機関の果たす役割を中心とした診療経験をより深く研修します．また，臨床研究や症例報告

などの学術活動の素養を積み重ねます．特別連携施設となる地域医療密着型病院（県立南会

津病院・県立宮下病院）では，地域に根ざした医療，地域包括ケア，在宅医療などを中心と

した診療経験を研修します．なお，特別連携施設での研修は，福島県立医科大学会津医療セ

ンター附属病院のプログラム管理委員会と研修委員会とが管理と指導の責任を負います．福

島県立医科大学会津医療センター附属病院の担当指導医の定期的な訪問や，インターネット
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を利用したテレカンファレンスなどにより，県立南会津病院および県立宮下病院の上級医と

ともに専攻医の研修指導にあたり，指導の質を保ちます． 

 

10. 地域医療に関する研修計画【整備基準 28,29】 
福島県立医科大学会津医療センター附属病院が所在する会津地域は，愛知県や千葉県がす

っかり入るほどの広大な地域・医療圏です．「地域医療」とは，病院などの医療機関での治

療やケアの枠組みにとらわれず，地域住民の健康を地域全体で支える医療体制を指しますが，

当院は会津医療圏における「地域医療」の中核をなす医療機関として，質の高い医療を住民

の皆様に提供しています．このようなことを背景として，福島県立医科大学会津医療センタ

ー附属病院内科施設群専門研修では，症例をある時点で経験するということだけではなく，

主担当医として，入院から退院〈初診・入院～退院・通院〉まで可能な範囲で経時的な診断・

治療の流れを通して，一人一人の患者の全身状態・社会的背景・療養環境調整をも包括する

全人的医療（高次病院や地域病院との病病連携，診療所や在宅訪問診療施設などとの病診連

携も含む）を実践することができます．地域医療に関しての研修としては，個々の患者に最

適な医療を提供する計画を立て実行する能力の修得を目標としています． 

 

11. 内科専攻医研修【整備基準 16】 
 前述のように，本プログラムには３つのコース（内科全域コース，サブスペシャルティ重

点コース A，サブスペシャルティ重点コース B）を設定しています（図１「福島県立医科大学

会津医療センター附属病院内科専門医研修プログラムにおける３つのコース」，図２「福島

県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門医研修における週間スケジュール（例）」

参照）． 

 当院内での研修においては，いくつかの診療科を合わせたグループをローテーションで回

るため，専門領域横断型の研修を行えます．基本的には，３年間の研修中，当院で２年間，

連携病院で１年間の研修期間としますが，症例経験の充足度に応じて，当院での２年間の研

修中に連携病院での研修（１施設３ヶ月以上）を行うことも可能です．当初の 2年間で，少

なくとも 45 疾患領域，120 症例以上を経験します．専攻医 2 年次の 12 月に専攻医の希望・

将来像，研修達成度およびメディカルスタッフによる 360度評価（内科専門研修評価）など

を基に，3年次の研修施設と研修基幹を調整し決定します． 

 

12. 専攻医の評価時期と方法【整備基準 17,19～22】 
（1）福島県立医科大学会津医療センター附属病院研修教育センターの役割 

 福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラム管理委員会を

管轄し，その事務および研修プログラム管理を担当します． 

 福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラム開始時に，各

専攻医が初期研修期間などで経験した疾患について日本内科学会 J-0SLER を基にカ

テゴリー別の充足状況を確認します． 

 定期的に日本内科学会 J-0SLER にて専攻医の研修実績と到達度を適宜追跡し，専攻

医による日本内科学会 J-0SLER への記入を促します．また，各カテゴリー内の研修

実績と到達度が充足していない場合は該当疾患の診療経験を促します． 
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 年に２回以上病歴要約作成状況を適宜追跡し，専攻医による病歴要約の作成を促し

ます．また，各カテゴリー内の病歴要約が充足していない場合は該当疾患の診療経

験を促します． 

 6 か月ごとにプログラムに定められている所定の学術活動の記録と各種講習会出席

を追跡します． 

 年に２回，専攻医自身の自己評価を行います．その結果は日本内科学会 J-0SLER を

通じて集計され，1か月以内に担当指導医によって専攻医に形成的にフィードバック

を行って，改善を促します． 

 福島県立医科大学会津医療センター附属病院研修教育センターは，メディカルスタ

ッフによる 360 度評価（内科専門研修評価）を毎年複数回（8月と 2月，必要に応じ

て臨時に）行います．評価者は担当指導医，サブスペシャルティ上級医に加えて，

メディカルスタッフから職員 5 人を指名し，評価します．評価表では社会人として

の適性，医師としての適正，コミュニケーション，チーム医療の一員としての適性

を多職種が評価します．評価は無記名方式で，研修教育センター長もしくは統括責

任者が各研修施設の研修委員会に委託して 5 名以上の複数職種に回答を依頼し，そ

の回答は担当指導医が取りまとめ，日本内科学会 J-0SLER に登録します（他職種は

システムにアクセスしません）．その結果は日本内科学会 J-0SLER を通じて集計さ

れ，担当指導医から形成的にフィードバックを行います． 

 日本専門医機構内科領域研修委員会によるサイトビジット（施設実地調査）に対応

します． 

 

（2）専攻医と担当指導医の役割 

 各専攻医に 1 人の担当指導医（メンター）が福島県立医科大学会津医療センター附

属病院内科専門研修プログラム管理委員会により決定されます． 

 専攻医は web にて日本内科学会 J-0SLER にその研修内容を登録し，担当指導医はそ

の履修状況の確認をシステム上で行ってフィードバックの後にシステム上で承認を

します．この作業は日常臨床業務での経験に応じて順次行います． 

 専攻医は，専門研修 1年終了時に日本内科学会の研修カリキュラムに定める 70疾患

群のうち 20疾患群，60症例以上の経験と登録を行うようにします．専門研修 2年終

了時に 70 疾患群のうち 45 疾患群，120 症例以上の経験と登録を行うようにします．

専門研修 3年終了時には 70疾患群のうち 56疾患群，160 症例以上の経験の登録を修

了します．それぞれの年次で登録された内容はその都度，担当指導医が評価・承認

します． 

 担当指導医は専攻医と十分なコミュニケーションを取り，日本内科学会 J-0SLER で

の専攻医による症例登録の評価や当院研修教育センターからの報告などにより研修

の進捗状況を把握します．専攻医はサブスペシャルティの上級医と面談し，専攻医

が経験すべき症例について報告・相談します．担当指導医とサブスペシャルティの

上級医は，専攻医が充足していないカテゴリー内の疾患を可能な範囲で経験できる

よう，主担当医の割り振りを調整します． 

 担当指導医はサブスペシャルティ上級医と協議し，知識，技能の評価を行います． 
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 専攻医は，2 年次修了時までに 29 症例の病歴要約を順次作成し，日本内科学会

J-0SLER に登録します．担当指導医は専攻医が合計 29 症例の病歴要約を作成するこ

とを促進し，内科専門医ボードによる査読・評価で受理されるように病歴要約につ

いて確認し，形成的な指導を行う必要があります．専攻医は，内科専門医ボードの

ピアレビュー方式の査読・形成的評価に基づき，専門研修（専攻医）3年次修了まで

にすべての病歴要約が受理されるように改訂します．これによって病歴記載能力を

形成的に深化させます． 

（3）評価と承認 

   評価の責任年度ごとに担当指導医が評価を行い，基幹施設あるいは連携施設の内科専

門研修委員会で検討します．その結果を年度ごとに福島県立医科大学会津医療センター

附属病院内科専門研修プログラム管理委員会で検討し，統括責任者が承認します．           

 

（4）修了判定基準【整備基準 53】 

 １）担当指導医は，日本内科学会 J-0SLERを用いて研修内容を評価し，以下の項目につい

て修了を確認します． 

 

 主担当医として「研修手帳（疾患群項目表）」に定める全 70 疾患群を経験し，計

200症例以上（外来症例は 20症例まで含むことができます）を経験することを目標

とします．その研修内容を日本内科学会 J-0SLERに登録します．修了認定には，主

担当医として通算で最低 56 疾患群以上の経験と計 160 症例以上の症例（外来症例

は登録症例の 1 割まで含むことができます）を経験し登録します（別表 1「福島県

立医科大学会津医療センター附属病院疾患群各年次到達目標」参照． 

 29病歴要約の内科専門医ボードによる査読・形成的評価後の受理 

 所定の 2編の学会発表または論文発表 

 JMECC受講 

 プログラムで定める講習会受講 

 日本内科学会 J-0SLERを用いてメディカルスタッフによる 360度評価（内科専門研

修評価）と指導医による内科専攻医評価を参照し，社会人である医師としての適性 

 

２）福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラム管理委員会  

は，当該専攻医が上記修了要件を充足していることを確認し，研修期間修了約 1 か月

前に同委員会で合議のうえ統括責任者が修了判定を行います． 

 

（5）プログラム運用マニュアル・フォーマット等の整備 

 「専攻医研修実績記録フォーマット」，「指導医による指導とフィードバックの記録」お

よび「指導者研修計画（FD）の実施記録」は，日本内科学会 J-0SLERを用います．なお，「福

島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専攻医研修マニュアル」【整備基準 44】と「福

島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修指導者マニュアル」【整備基準 45】

を別に示します． 
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13. 専門研修管理委員会の運営計画【整備基準 34,35,37～39】（資料１「福島

県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラム管理委員会」参照） 

1）福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラム管理運営体制の基準 

① 内科専門研修プログラム管理委員会にて，基幹施設，連携施設に設置されている研修委

員会との連携を図ります．内科専門研修プログラム管理委員会は，統括責任者，プログ

ラム管理者，事務局代表者，内科サブスペシャルティ分野の研修指導責任者および連携

施設担当委員で構成されます．また，オブザーバーとして専攻医を委員会会議の一部に

参加させます．福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修管理委員会の

事務局を，福島県立医科大学会津医療センター附属病院研修教育センターにおきます． 

 

② 福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修施設群は，基幹施設，連携施

設ともに内科専門研修委員会を設置します．委員長 1名（指導医）は，基幹施設との連

携のもと，活動するとともに，専攻医に関する情報を定期的に共有するために，毎年 6

月と 12 月に開催する福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログ

ラム管理委員会の委員として出席します．基幹施設，連携施設，特別連携施設ともに，

毎年 4月 30日までに，福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログ

ラム管理委員会に以下の報告を行います． 

(ア) 前年度の診療実績 

     a)病院病床数，b)内科病床数，c)内科診療科数，d)１か月あたり内科外来患者数，

e)1か月あたり内科入院患者数，f)剖検数 

(イ) 専門研修指導医数および専攻医数 

     a)前年度の専攻医の指導実績，b)今年度の指導医数/総合内科専門医数， 

     c)今年度の専攻医数，d)次年度の専攻医受け入れ可能人数． 

(ウ) 前年度の学術活動 

     a)学会発表，b)論文発表 

(エ) 施設状況 

    a)施設区分，b)指導可能領域，c)内科グランドカンファレンス， 

  d)他科との合同カンファレンス，e)抄読会，f)机，g)図書館，h)文献検索システム， 

  i)医療安全・感染対策・医療倫理に関する研修会，j)JMECC の開催． 

(オ) 各サブスペシャルティ領域の専門医数 

    日本消化器病学会消化器専門医数，日本循環器学会循環器専門医数，日本内分泌学

会専門医数，日本糖尿病学会専門医数，日本腎臓病学会専門医数，日本呼吸器学会

呼吸器専門医数，日本血液学会血液専門医数，日本神経学会神経内科専門医数，日

本感染症学会専門医数，日本リウマチ学会専門医数 

                                   

 

14. プログラムとしての指導者研修（FD）の計画【整備基準 18,43】 
指導法の標準化のため日本内科学会作製の冊子「指導の手引き」を活用します．厚生労働

省や日本内科学会の指導医講習会の受講を推奨します．指導者研修（FD）の実施記録として，

日本内科学会 J-0SLER を用います． 
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15. 専攻医の就業環境の整備機能（労務管理）【整備基準 40】 
1） 労働基準法や医療法を順守することを原則とします． 

 

2） 専攻医は，基幹施設である福島県立医科大学会津医療センター附属病院での研修中はそ

の就業環境に，連携施設もしくは特別連携施設での研修中はそれぞれの就業環境に基づ

き，就業します（表１「福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修施設

群」参照）． 

 

3） 基幹施設である福島県立医科大学会津医療センター附属病院の整備状況 

 厚生労働省（東北厚生局）による臨床研修病院等実地調査を受け，改善が必要な点

などについても確実に対応しています． 

 研修に必要な図書室とインターネット環境が整備されています． 

 福島県立医科大学会津医療センター附属病院の非常勤病院助手としての労務環境が

保障されています． 

 各専攻医に 1 人の担当指導医（メンター）が配置され，専攻医の心身ともにサポー

トします． 

 メンタルストレスに適切に対処する部署（事務局総務課）があります． 

 ハラスメント委員会が福島県立医科大学附属病院ハラスメント対策委員会傘下の部

門として整備されています． 

 女性専攻医が安心して勤務できるように，休憩室，更衣室，仮眠室，シャワー室，

当直室が整備されています．また，男女共同参画研修も行われています． 

 敷地内に院内保育所があり利用可能です． 

 総括的評価を行う際，専攻医および指導医は専攻医指導施設に対する評価も行い，

その内容は福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラム管

理委員会に報告されますが，そこには労働時間，当直回数，給与など，労働条件に

ついての内容が含まれ，適切に改善を図ります． 

 

16. 内科専門研修プログラムの改善方法【整備基準 48～51】 
1) 専攻医による指導医および研修プログラムに対する評価日本内科学会 J-0SLERを用

いて無記名式逆評価を行います．逆評価は年に複数回行います．また，年に複数の

研修施設に在籍して研修を行う場合には，研修施設ごとに逆評価を行います．その

集計結果は担当指導医，施設の研修委員会，およびプログラム管理委員会が閲覧し

ます．また集計結果に基づき，福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専

門研修プログラム本体，指導医あるいは研修施設の研修環境の改善に役立てます． 

 

2) 専攻医等からの評価（フィードバック）をシステム改善につなげるプロセス専門研

修施設の内科専門研修委員会，福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専

門研修プログラム管理委員会，および日本専門医機構内科領域研修委員会は日本内

科学会 J-0SLER を用いて，専攻医の逆評価，専攻医の研修状況を把握します．把握

した事項については，福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プ

ログラム管理委員会が以下に分類して対応を検討します． 
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 即時改善を要する事項 

 年度内に改善を要する事項 

 数年をかけて改善を要する事項 

 内科領域全体で改善を要する事項 

 特に改善を要しない事項 

 

  なお，研修施設群内で何らかの問題が発生し，施設群内で解決が困難である場合は， 

専攻医や指導医から日本専門医機構内科領域研修委員会に相談することとします． 

 

3) 担当指導医，施設の内科研修委員会，福島県立医科大学会津医療センター附属病院

内科専門研修プログラム管理委員会，および日本専門医機構内科領域研修委員会は

日本内科学会 J-0SLERを用いて専攻医の研修状況を定期的にモニタし，福島県立医

科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラムが円滑に進められている

か否かを判断して福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログ

ラムを評価します． 

 

4) 担当指導医，各施設の研修委員会，福島県立医科大学会津医療センター附属病院内

科専門研修プログラム管理委員会，および日本専門医機構内科領域研修委員会は日

本内科学会 J-0SLERを用いて担当指導医が専攻医の研修にどの程度関与しているか

をモニタし，自律的な改善に役立てます．状況によって，日本専門医機構内科領域

研修委員会の支援・指導を受け入れ，改善に役立てます． 

 

5) 研修に対する監査（サイトビジット等）・調査への対応 

 福島県立医科大学会津医療センター附属病院臨床研修センターと福島県立医科大

学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラム管理委員会は，福島県立医科

大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラムに対する日本専門医機構内

科領域研修委員会からのサイトビジットを受け入れ対応します．その評価を基に，

必要に応じて福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラム

の改良を行います．福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プロ

グラム更新の際には，サイトビジットによる評価の結果と改良の方策について日本

専門医機構内科領域研修委員会に報告します． 

 

17. 専攻医の募集および採用の方法【整備基準 52】 
 当院ではインターネットを用いた公表や実地説明会などを行い，内科専攻医を募集します．

翌年度のプログラムへの応募者は，８月３１日までに福島県立医科大学会津医療センター附

属病院 センターの website（https://www.fmu.ac.jp/amc/kenshui/kouki_program.html）

に示されている福島県立医科大学会津医療センター附属病院医師募集要項（福島県立医科大

学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラム：内科専攻医）に従って応募します．

原則として９月上旬に書類選考および面接を行い，福島県立医科大学会津医療センター附属

病院内科専門研修プログラム管理委員会において協議の上で採否を決定し，本人に文書で通
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知します．福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラムを開始した

専攻医は，遅滞なく日本内科学会 J-0SLERにて登録を行います． 

(問い合わせ先)  

福島県立医科大学会津医療センター附属病院研修教育センター 

電話：0242-75-2242（経営企画室内） 

E-mail:  a-keiei@fmu.ac.jp 

 

18. 内科専門研修の休止・中断，プログラム移動，プログラム外研修の条件【整
備基準 33】 
やむを得ない事情により他の内科専門研修プログラムのへ移動が必要になった場合には，

適切に日本内科学会 J-0SLERを用いて福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門

研修プログラムでの研修内容を遅滞なく登録し，担当指導医が認証します．これに基づき，

福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラム管理委員会と移動後の

施設におけるプログラム管理委員会が，その継続的研修を相互に認証することにより，専攻

医の継続的な研修を認めます．他の内科専門研修プログラムから福島県立医科大学会津医療

センター附属病院内科専門研修プログラムへの移動の場合も同様です． 

他の領域から福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラムに移行

する場合，他の専門研修を修了し新たに内科領域専門研修をはじめる場合，あるいは初期研

修における内科研修において専門研修での経験に匹敵する経験をしている場合には，当該専

攻医が症例経験の根拠となる記録を担当指導医に提示し，担当指導医が内科専門研修の経験

としてふさわしいと認め，さらに福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修

プログラム統括責任者が認めた場合に限り，日本内科学会 J-0SLER への登録を認めます.症例

経験として適切か否かの最終判定は日本専門医機構内科領域研修委員会の決定によります． 

疾病あるいは妊娠・出産，産前後に伴う研修期間の休止については，プログラム終了要件

を満たしており，かつ休職期間が 6ヶ月以内であれば，研修期間を延長する必要はないもの

とします．これを超える期間の休止の場合は，研修期間の延長が必要です．短時間の非常勤

勤務期間などがある場合，按分計算（1日 8時間，週 5日を基本単位とします）を行なうこ

とによって，研修実績に加算します．海外・国内留学期間は原則として研修期間としては認

めません． 
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別表１  

福島県立医科大学会津医療センター附属病院疾患群各年次到達目標【整備基準 44に対応】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※1消化器分野では「疾患群」の経験と「病歴要約」の提出のそれぞれにおいて，「消化管」，「肝臓」，

「胆・膵」を必ず含まれなければならない． 

※2修了要件に示した分野の合計は 41疾患群だが，他に異なる 15疾患群の経験を加えて，合計 56疾患群

以上の経験とする． 

※3外来症例による病歴要約の提出は 7例まで認められる.ただし,全て異なる疾患群での提出が 

  必要である． 

※4「内分泌」と「代謝」からはそれぞれ 1症例ずつ以上の病歴要約の提出が必要である． 

例）「内分泌」2例+「代謝」1例，「内分泌」1例+「代謝」2例 

※5初期臨床研修時の症例は，例外的に各専攻医プログラムの委員会が認めた場合に限り，登録を認める． 
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図１. 福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログラムに 

    おける 3 つのコース 

 

 図 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 図 1-2 
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 図 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

註１： 内科グループは以下の様に分類されます    

 グループ１：総合内科，漢方内科  

 グループ２：血液内科，感染症・呼吸器内科      

 グループ３：消化器内科，小腸・大腸・肛門科    

 グループ４：循環器内科，糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科  

  

註２： 当院内で内科サブスペシャリティ―領域を主として担当する診療科 

 総合内科  ： 総合内科，漢方内科    

 消化器   ： 消化器内科，小腸・大腸・肛門科  

 循環器   ： 循環器内科    

 内分泌   ： 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科    

 代謝    ： 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科    

 腎臓    ： 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科    

 呼吸器   ： 感染症・呼吸器内科    

 血液    ： 血液内科    

 神経    ： 総合内科    

 アレルギー ： 感染症・呼吸器内科，総合内科    

 膠原病   ： 感染症・呼吸器内科，総合内科   

 感染症   ： 感染症・呼吸器内科，総合内科 

 救急    ： 総合内科を中心とした各内科    
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図２． 福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門医研修における 

    週間スケジュール（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記はあくまでも内科全域基本コースにおける一例（概略）です． 

 

 各内科グループおよび各診療科（サブスペシャルティ）のバランスにより，担当する業

務の内容（外来診療，各種検査治療），曜日，時間帯は調整・変更されます． 

 

 日当直やオンコールなどは，内科もしくは各診療科（サブスペシャルティ）の当番とし

て担当します． 

 

 救急外来当番は救急外来における全科の救急患者の対応をします． 

 

 地域参加型カンファレンス，講習会，CPC，学会などは各々の開催日に参加します． 
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表１．福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修施設群 

 病院 病床数 
内科系  

病床数 

内科系  

診療科数 

内科   

指導医数 

総合内科専

門医数 

内科 

剖検数 

基幹施設 福島県立医科大学会津医療

センター附属病院 
226 146 9 18 9 2.3 

連携施設 竹田綜合病院 837 250 8 8 4 10 

連携施設 福島県立医科大学附属病院 778 213 10 81 51 20.7 

特別連携施設 県立宮下病院 32 32 1 ０ ０ ０ 

特別連携施設 県立南会津病院 98 48 １ ０ ０ ０ 

研修施設合計  1971 689 29 107 64 33 

 

表２．福島県立医科大学会津医療センター附属病院診療科別診療実績 

2015年実績 入院患者実数（人/年） 外来延患者実数（人/年） 

総合内科 91 15585 

血液内科 369 8646 

糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科 141 10436 

消化器内科 785 9478 

循環器内科 302 7760 

感染症・呼吸器内科 172 5395 

漢方内科 26 9003 

小腸大腸肛門科 180 3738 

 緩和ケア科 194 725 

救急室 155 1616 

 

表３．各内科専門研修施設の内科 13領域の研修の可能性 

病院 

総
合
内
科 

消
化
器 

循
環
器 

内
分
泌 

代
謝 

腎
臓 

呼
吸
器 

血
液 

神
経 

ｱﾚﾙｷﾞｰ 

膠
原
病 

感
染
症 

救
急 

福島県立医科大学会津 

医療センター附属病院 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 

竹田綜合病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

福島県立医科大学附属 

病院 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

福島県立宮下病院 ○ ○ △ △ △ △ △ × × × × △ × 

福島県立南会津病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × △ × × △ △ 

各研修施設での内科 13領域における診療経験の研修可能性を 3段階（○, △, ×）に評価しました． 

＜○：研修できる, △：時に経験できる, ×：ほとんど経験できない＞ 
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表４．会津医療圏における地域参加型カンファレンスおよび研究会一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５． 各診療科で積極的に参加している福島県/東北地方/全国規模の学会・研究会 
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専門研修施設群の構成要件【整備基準 25】 

 内科領域では，多岐にわたる疾患群を経験するための研修は必須です．福島県立医科大学

会津医療センター附属病院は福島県会津医療圏の地域医療を担う中核的病院であり，福島県

会津医療圏を中心に近隣医療圏にある連携施設・特別連携施設と相互協力することで，急性

期から地域医療，東洋医学および緩和ケアにおける終末期医療まで含む幅広い内科専門研修

を経て人間性豊かな優れた医療人の育成を行います．これまで新しい地域医療の創造に貢献

してきた実績と未曾有の大震災および原発事故の経験を踏まえ，臨床経験豊かな多くの指導

医のもとで患者一人ひとりのニーズと地域社会のニーズに応え，社会から信頼される医療安

全を基盤に，標準的かつ全人的な内科診療の実践に必要な知識・技能の獲得に加えて，福島

県の医療事情を理解し地域の実情に合わせた実践的な医療も行える研修を行います． 

 連携施設・特別連携施設には，内科専攻医の多様な希望・将来性に対応し，地域医療や全

人的医療を組み合わせて，急性期医療，慢性期医療および患者の生活に根ざした地域医療を

経験できることを目的に，高次機能・専門病院である福島県立医科大学附属病院，竹田綜合

病院，地域医療密着型病院である県立宮下病院，県立南会津病院で構成しています． 

 高次機能・専門病院では，高度な急性期医療，より専門的な内科診療，希少疾患を中心と

した診療経験を研修し，臨床研究や基礎的研究などの学術活動の素養を身につけます． 

地域医療密着型病院では，福島県立医科大学会津医療センター附属病院と異なる環境で，地

域に根ざした医療，地域包括ケア，在宅医療などを中心とした診療経験を研修します． 

 

専門研修施設（連携施設・特別連携施設）の選択 

 基本的には，専攻医 2年次の秋に専攻医の希望・将来像，研修達成度およびメディカルス

タッフによる内科専門研修評価などを基に，研修施設を調整し決定します．また，選択する

研修コースによっては，随時症例の充足度を指導医が確認しながら連携施設での研修調整を

行います． 

 病歴提出を終える専攻医 3年次の 1年間，連携施設・特別連携施設で研修をします．なお，

研修達成度によっては，いずれの研修コースであっても，早期からのサブスペシャルティ研

修も可能です（個々人により異なります）． 

 

専門研修施設群の地理的範囲【整備基準 26】 

 福島県会津医療圏と近隣医療圏にある施設から構成しています．最も距離が離れている福

島県立医科大学附属病院は本プログラムの基幹施設とは違う医療圏における様々な考え方を

学ぶことができます．  
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1)専門研修基幹施設 

 

福島県立医科大学会津医療センター附属病院 

認定基準 

【整備基準 23】 

1)専攻医の環境 

•初期臨床研修制度基幹型研修指定病院です． 

•厚生労働省（東北厚生局）による臨床研修病院等実地調査を受け，改善が必要な

点などについても確実に対応しています． 

•福島県立医科大学会津医療センター附属病院非常勤病院助手として労務環境が

保障されています． 

•研修に必要な図書室とインターネット環境があります． 

•メンタルストレスに適切に対処する部署（事務局総務課）があります． 

•ハラスメント委員会が福島県立医科大学附属病院ハラスメント対策委員会傘下

の部門として整備されています 

•女性専攻医が安心して勤務できるように，休憩室，更衣室，仮眠室，シャワー室，

当直室が整備されています．また，男女共同参画研修も行われています． 

•敷地内に院内保育所があり，利用可能です． 

•総括的評価を行う際，専攻医および指導医は専攻医指導施設に対する評価も行

い，その内容は福島県立医科大学会津医療センター附属病院内科専門研修プログ

ラム管理委員会に報告されますが，そこには労働時間，当直回数，給与など，労

働条件についての内容が含まれ，適切に改善を図ります． 

認定基準 

【整備基準 23】 

2)専門研修プログ

ラムの環境 

•指導医は 18名在籍しています（下記）． 

•基幹施設内において研修する専攻医の研修を管理する内科専門研修プログラム

管理委員会と研修教育センターを設置しています． 

•内科専門研修プログラム管理委員会（統括責任者：研修教育センター長・教授，

プログラム管理者：研修教育センター 病院教授）にて，基幹施設および連携施

設に設置されている各研修委員会との連携を図ります． 

•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催し，専攻医には受講を義務

付け，そのための時間的余裕を与えます． 

•研修施設群合同カンファレンスを定期的に主催し，専攻医には受講を義務付け，

そのための時間的余裕を与えます． 

•CPC を定期的に開催し，専攻医には受講を義務付け，そのための時間的余裕を与

えます． 

•会津医療圏における地域参加型のカンファレンスを定期的に開催し，専攻医には

受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 

•プログラムに所属する全専攻医に JMECC受講を義務付け，そのための時間的余裕

を与えます．なお，JMECCは当院での開催を基本としますが，連携施設での開催へ

の出席も推奨します． 

•日本専門医機構による施設実地調査に研修教育センターが対応します． 

•特別連携施設での専門研修では，当基幹施設担当指導医の定期的な訪問や，イン

ターネットを利用したテレカンファレンスなどにより，県立南会津病院および県

立宮下病院の上級医とともに専攻医の研修指導にあたり，指導の質を保ちます． 
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認定基準 

【整備基準 23/31】 

3)診療経験の環境 

•カリキュラムに示す内科領域 13分野のうち 12分野で定常的に専門研修が可能な

症例数を診療しています． 

•70 疾患群のうち，少なくても 64以上の疾患群について研修できます． 

•専門研修に必要な剖検（2015年度実績 3体，2016年度 3体）を行っています． 

認定基準 

【整備基準 23】 

4)学術活動の環境 

•臨床研究に必要な図書室などを整備しています． 

•医学研究に関する倫理委員会は，福島県立医科大学として設置されており，定期

的に開催（12回/年）しています． 

•各種治験に関しては，福島県立医科大学治験センターのサポートを受けて実施す

ることが可能です（2014−2016年には 3件の臨床治験が実施されています）． 

•日本内科学会あるいは同地方会に年間で計 3演題以上の学会発表をしています． 

指導責任者 入澤篤志 （研修教育センター長，消化器内科学講座教授）   

【内科専攻医へのメッセージ】 

福島県立医科大学会津医療センター附属病院は福島県会津医療圏の地域医療を担

う中核的病院であり，福島県会津医療圏を中心に近隣医療圏にある連携施設・特

別連携施設と相互協力することで，急性期から地域医療，東洋医学および緩和ケ

アにおける終末期医療まで含む幅広い内科専門研修を経て人間性豊かな優れた医

療人の育成を行います．これまで新しい地域医療の創造に貢献してきた実績と未

曾有の大震災および原発事故の経験を踏まえ，臨床経験豊かな多くの指導医のも

とで患者一人ひとりのニーズと地域社会のニーズに応え，社会から信頼される医

療安全を基盤に，標準的かつ全人的な内科診療の実践に必要な知識・技能の獲得

に加えて，福島県の医療事情を理解し地域の実情に合わせた実践的な医療も行え

る研修を当院独自のプログラムで行います．当院での内科専門研修を歓迎します. 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 18名，日本内科学会総合内科専門医 9名 

日本消化器病学会消化器専門医 4名，日本循環器学会循環器専門医 3名， 

日本内分泌学会専門医１名，日本糖尿病学会専門医 2名，日本腎臓病学会専門医 1

名，日本呼吸器学会呼吸器専門医 2名，日本血液学会血液専門医 2名， 

日本神経学会神経内科専門医 1 名，日本リウマチ学会専門医 1 名，日本感染症学

会専門医２名，ほか 

外来・入院患者数 内科系外来患者 5392名（1ヶ月平均） 内科系入院患者 191名（1ヶ月平均） 

経験できる疾患群 稀な疾患を除いて，研修手帳（疾患群項目表）にある 13領域，56疾患群, 

160 症例以上は幅広く経験することができます． 

経験できる技術・技

能 

技術・技能評価手帳にある内科専門医に必要な技術・技能を，実際の症例に基づ

きながら幅広く経験することができます． 

経験できる地域医

療・診療連携 

急性期医療だけでなく，超高齢社会に対応した地域に根ざした医療，病診・病病

連携なども経験できます． 

学会認定施設 

（内科系） 

・日本内科学会認定医制度教育病院     

・日本循環器学会認定循環器専門医研修施設    

・日本血液学会認定研修施設      

・日本東洋医学会指定研修施設     

・日本消化器病学会専門医制度認定施設     
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・日本消化器内視鏡学会専門医制度認定指導施設    

・日本消化管学会胃腸科指導施設     

・日本糖尿病学会認定教育施設     

・日本感染症学会研修施設      

・日本高血圧学会専門医認定施設     

・日本大腸肛門病学会認定施設     

・日本透析医学会教育関連認定施設     

・日本呼吸器学会認定施設      

・日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設    

・日本カプセル内視鏡学会指導施設     

・日本がん治療認定医機構認定研修施設     

・日本病態栄養学会認定栄養管理・指導実施施設    

・日本動脈硬化学会教育認定施設     

・日本腎臓学会認定研修施設      
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2)専門研修連携施設 

１．竹田総合病院 

認定基準 

【整備基準 23】 

1)専攻医の環境 

•初期臨床研修制度基幹型研修指定病院です． 

•研修に必要な図書室とインターネット環境があります． 

•竹田綜合病院常勤医師として労務環境が保障されています． 

•メンタルストレスに適切に対処する部署（総務課職員担当）があります． 

•ハラスメント委員会が竹田綜合病院に整備されています． 

•女性専攻医が安心して勤務できるように，休憩室，更衣室，仮眠室，シャワー室，

当直室が整備されています． 

•敷地内に院内保育所があり，利用可能です． 

認定基準 

【整備基準 23】 

2)専門研修プログ

ラムの環境 

•指導医は 8名在籍しています（下記）． 

•内科専門研修プログラム管理委員会（委員長（副院長）,プログラム統括責任者

（総合内科専門医かつ指導医）；専門医研修プログラム準備委員会から 2017年度

中に移行予定）にて，基幹施設，連携施設に設置されている研修委員会との連携

を図ります． 

•基幹施設内において研修する専攻医の研修を管理する内科専門研修委員会と臨

床研修センター（2017年度予定）を設置します． 

•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2015年度実績 12回）し，

専攻医に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 

•研修施設群合同カンファレンスを定期的に主催（2018年度予定）し，専攻医に受

講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 

•CPC を定期的に開催（2015年度実績 5回）し，専攻医に受講を義務付け，そのた

めの時間的余裕を与えます． 

•地域参加型のカンファレンス（竹田綜合病院がん診療連携病院公開カンファ

レンス,会津消化器病研究会,会津大腸疾患研究会,会津循環器懇話会,会津呼

吸器疾患懇話会,会津糖尿病研究会,会津血液研究会など 2015年実績 30回）を

定期的に開催し，専攻医に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 

•プログラムに所属する全専攻医に JMECC受講を義務付け，そのための時間的余裕

を与えます． 

•日本専門医機構による施設実地調査に臨床研修センター（2017年度予定）が対応

します． 

•特別連携施設（南会津病院,朝日診療所）の専門研修では，電話や週 1 回の竹田

綜合病院での面談・カンファレンスなどにより指導医がその施設での研修指導を

行います． 

認定基準 

【整備基準 23/31】 

3)診療経験の環境 

・カリキュラムに示す内科領域 13分野のうち全分野（少なくても 7分野以上）で

定常的に専門研修が可能な症例数を診療しています（上記）． 

•70 疾患群のうちほぼ全疾患群（少なくても 35 以上の疾患群）について研修でき

ます（上記）． 

•専門研修に必要な剖検（2015 年度実績 8 体，2014 年度実績 12 体，2013 年度 10

体）を行っています． 

認定基準 

【整備基準 23】 

4)学術活動の環境 

•臨床研究に必要な図書室，写真室などを整備しています． 

•倫理委員会を設置し，定期的に開催（2015年度実績 12回）しています． 

•治験管理室を設置し，定期的に受託研究審査会を開催（2015 年度実績 12 回）し

ています． 
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•日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計 3演題以上の学会発表（2016年

度実績 3演題）をしています． 

指導責任者 若林博人 副院長・内科専門医研修管理委員会委員長 

【内科専攻医へのメッセージ】 

・本プログラムは,福島県会津医療圏の中心的な急性期病院である竹田綜合病院を

基幹施設とし,会津医療圏,近隣医療圏にある連携施設・特別連携施設と協力して

内科専門研修を経て超高齢社会を迎えた我が国の医療事情を理解し,地域の実情

に合わせた実践的な医療を行えるように訓練されます. 

・基幹病院である当院は地域に根ざす第一線の病院であり,救急患者,コモンディ

ジーズの経験はもちろん,高齢化を反映し複数の病態をもった患者の診療を経験

できます. 

・緩和ケア病棟を有し，がん終末期医療を在宅診療も含めて経験できます． 

・さらに連携施設の高次病院と病病連携し病態解明を進め,また診療所と連携し在

宅訪問診療の経験もできます. 

・具体的には 2 つのコース,①内科基本コース,②サブスペシャルティコースを準

備しています. 

 主担当医として，入院から退院〈初診・入院～退院・通院〉まで経時的に，診

断・治療の流れを通じて，社会的背景・療養環境調整をも包括する全人的医療を

実践できる内科専門医になります． 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 8名，日本内科学会総合内科専門医 4名 

日本消化器病学会消化器専門医 3名，日本循環器学会循環器専門医 1名， 

日本糖尿病学会専門医 2名，日本腎臓病学会専門医 1名， 

日本呼吸器学会呼吸器専門医 1名，日本血液学会血液専門医 0名， 

日本神経学会神経内科専門医 3名，日本アレルギー学会専門医（内科）1名， 

日本リウマチ学会専門医 1名，日本感染症学会専門医 0名， 

日本救急医学会救急科専門医 0名，ほか 

外来・入院患者数 内科系外来患者 4827名（1ヶ月平均） 内科系入院患者 570名（1ヶ月平均） 

経験できる疾患群 きわめて稀な疾患を除いて，研修手帳（疾患群項目表）にある 13領域，70疾患群

の症例を幅広く経験することができます． 

経験できる技術・技

能 

技術・技能評価手帳にある内科専門医に必要な技術・技能を，実際の症例に基づ

きながら幅広く経験することができます． 

経験できる地域医

療・診療連携 

急性期医療だけでなく，超高齢社会に対応した地域に根ざした医療，病診・病病

連携なども経験できます． 

学会認定施設 

（内科系） 

日本内科学会認定医制度教育病院 

日本消化器病学会認定施設 

日本呼吸器学会認定施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本透析医学会認定医制度認定施設 

日本消化器内視鏡学会認定指導施設 

日本循環器学会認定循環器専門医研修関連施設 

日本神経学会教育関連施設 

日本脳卒中学会認定研修教育病院 

日本大腸肛門病学会専門医修練施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 

日本緩和医療学会認定施設 



 
34 

２．福島県立医科大学附属病院 

認定基準 

【整備基準 23】 

1)専攻医の環境 

•初期臨床研修制度基幹型研修指定病院です． 

•研修に必要な図書室とインターネット環境があります． 

•福島県立医科大学大学後期研修医もしくは指導診療医として労務環境が保障

されています． 

•メンタルストレスに適切に対処する部署（総務課大学健康管理センター）が

あります． 

•ハラスメント委員会がハラスメント対策委員会として整備されています． 

•女性専攻医が安心して勤務できるように，休憩室，更衣室，仮眠室，シャワ

ー室，当直室が整備されています． 

•敷地内に院内保育所があり，病児保育，病後児保育を含め利用可能です． 

認定基準 

【整備基準 23】 

2)専門研修プログ

ラムの環境 

•指導医が 81名在籍しています（下記）． 

•内科専攻医研修委員会を設置して，施設内で研修する専攻医の研修を管理し，

基幹施設に設置されるプログラム管理委員会と連携を図ります． 

•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（2015年度実績 医療

倫理 4回，医療安全 12回，感染対策 12回）し，専攻医に受講を義務付け，そ

のための時間的余裕を与えます． 

•研修施設群合同カンファレンス（2018年度予定）を定期的に参画し，専攻医

に受講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 

•CPC を定期的に開催（2015 年度実績 8回）し，専攻医に受講を義務付け，そ

のための時間的余裕を与えます． 

•地域参加型のカンファレンスを定期的に開催し，専攻医に受講を義務付け，

そのための時間的余裕を与えます． 

認定基準 

【整備基準 23/31】 

3)診療経験の環境 

カリキュラムに示す内科領域 13 分野のうち，総合内科を除く，消化器，循環

器，内分泌，代謝，腎臓，呼吸器，血液，神経，アレルギー，膠原病，感染症

および救急の分野で定常的に専門研修が可能な症例数を診療しています． 

認定基準 

【整備基準 23】 

4)学術活動の環境 

日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計 1 演題以上の学会発表をし

ています． 

指導責任者 総合内科 濱口杉大 

【内科専攻医へのメッセージ】 

福島県立医科大学の内科専門医研修プログラムは専門性の高い高度専門医療

と、ジェネラルな幅広い総合内科学という一見両端にあるを思われる分野を有

機的に融合させた専門研修を実現しました。これにより地域の病院では一般内

科医として、高次医療施設では専門医として診療することができ、まさにすそ

野が広く頂の高い内科医を育成します。すべての内科医が将来高次医療機関で

勤務するとは限りません。開業をしたり一般市中病院で定年を終えたりする医

師がほとんどであり、高齢社会の中で病院や地域のニーズから、自分の専門以

外の問題も対応できる能力がこれからの内科医にはさらに必要となってきま

す。そういう意味でジェネラリズムを身に着けた専門医の養成が必須になって
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おります。福島県立医科大学がそれを実現します。 

内科専門研修は 70 分野のまんべんなく経験する必要があり、コモン疾患の割

合が多い一方で比較的稀な症例経験も必要となります。一般市中病院では経験

ができない症例に対しても経験が豊かであり、専門的に診療を行っているた

め、内科専門研修をもれなく修了することができます。 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 81名，日本内科学会総合内科専門医 51名 

日本消化器病学会消化器専門医 12 名，日本肝臓学会肝臓専門医 4 名、日本循

環器学会循環器専門医 16 名， 

日本内分泌学会専門医 4名，日本糖尿病学会専門医 8名， 

日本腎臓病学会専門医 10 名，日本呼吸器学会呼吸器専門医 8名， 

日本血液学会血液専門医 9名，日本神経学会神経内科専門医 16名， 

日本アレルギー学会専門医（内科）5名，日本リウマチ学会専門医 6 名， 

日本感染症学会専門医 3名（感染制御学講座），日本救急医学会救急科専門医

6 名（救急科）ほか 

外来・入院患者数 外来患者名 29,141（1ヶ月平均） 入院患者名 18,809（1ヶ月平均延数） 

経験できる疾患群 きわめて稀な疾患を除いて，研修手帳（疾患群項目表）にある 13領域，70疾

患群の症例を経験することができます． 

経験できる技術・技

能 

技術・技能評価手帳にある内科専門医に必要な技術・技能を，実際の症例に基

づきながら幅広く経験することができます． 

経験できる地域医

療・診療連携 

急性期医療だけでなく，超高齢社会に対応した地域に根ざした医療，病診・病

病連携なども経験できます． 

学会認定施設 

（内科系） 

日本内科学会認定医制度教育病院 

日本消化器病学会認定施設 

日本呼吸器学会認定施設 

日本糖尿病学会認定教育施設 

日本腎臓学会研修施設 

日本アレルギー学会認定教育施設 

日本消化器内視鏡学会認定指導施設 

日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 

日本老年医学会認定施設 

日本肝臓学会認定施設 

日本超音波医学会認定超音波専門医制度研修施設 

日本透析医学会認定医制度認定施設 

日本血液学会認定研修施設 

日本大腸肛門病学会専門医修練施設 

日本内分泌甲状腺外科学会認定医専門医施設 

日本神経学会専門医制度認定教育施設 

日本脳卒中学会認定研修教育病院 

日本呼吸器内視鏡学会認定施設 

日本神経学会専門医研修施設 
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日本内科学会認定専門医研修施設 

日本老年医学会教育研修施設 

日本内分泌学会内分泌代謝科認定教育施設 

日本東洋医学会指定研修施設 

ICD/両室ペーシング植え込み認定施設 

日本臨床腫瘍学会認定研修施設 

日本感染症学会認定研修施設 

日本がん治療認定医機構認定研修施設 

日本高血圧学会高血圧専門医認定施設 

ステントグラフト実施施設 

日本緩和医療学会専門医認定制度認定研修施設 

日本心血管インターベンション治療学会研修施設 

など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
37 

3)専門研修特別連携施設 

 

１．福島県立南会津病院 

認定基準 

【整備基準 24】 

1)専攻医の環境 

•初期臨床研修制度協力型臨床研修病院です． 

•研修に必要な医局図書室とインターネット環境があります.  

•南会津病院常勤医師として労務環境が保証されています.  

•メンタルストレスに適切に対処する部署（事務部総務課）があります． 

•女性専攻医が安心して勤務できるように，休憩室，更衣室，仮眠室，シャワー室，

当直室が整備されています. 

認定基準 

【整備基準 24】 

2)専門研修プログ

ラムの環境 

•内科専攻医研修委員会を設置して,施設内で研修する専攻医の研修を管理し,基

幹施設に設置されるプログラム管理委員会と連携を図ります.  

•医療倫理・医療安全・感染対策講習会を定期的に開催（年 5回程度）し,専攻医

に受講を義務付け,そのための時間的余裕を与えます.  

•研修施設群合同カンファランス（2017年度予定）に定期的に参画し,専攻医に受

講を義務付け,そのための時間的余裕を与えます. 

•基幹施設である福島県立医科大学会津医療センターで行う CPCの受講を義務付

け,そのための時間的余裕を与えます. 

•地域参加型のカンファレンスは基幹病院が定期的に開催しており，専攻医には受

講を義務付け，そのための時間的余裕を与えます． 

認定基準 

【整備基準 24】 

3)診療経験の環境 

•カリキュラムに示す内科領域 13分野のうち総合内科,消化器および救急の分野で

定常的に専門研修が可能な症例数を診療しています．救急の分野については,高度

ではなく,一次・二次の内科救急疾患が中心となります. 

認定基準 

【整備基準 24】 

4)学術活動の環境 

•日本内科学会講演会あるいは同地方会に年間で計 1演題以上の学会発表を予定し

ています． 

指導責任者 佐竹賢仰  

【内科専攻医へのメッセージ】 

県立南会津病院は,南会津２次医療圏唯一の病院として,へき地医療の中核を担

っています.病床数は 98床で,常勤診療科は内科・外科・整形外科・小児科・耳鼻

咽喉科です.非常勤診療科としては,眼科,皮膚科,婦人科,泌尿器科,神経内科,精

神科,漢方内科を開設しています.病院の重要な役割は,急性期 2次医療の地域内で

の完結と 2 次救急の受け入れです.特に救急医療では,“断らない救急医療”をモ

ットーに,地域の救急隊や後方３次病院との連携を図りながら,地域住民の安全・

安心の確立に貢献しています.当院での実習では,限られた医療資源の中で,へき

地中核病院としての役割を担うためには,どのような医師が求められるかを感じ

て頂きたいと思います 

指導医数 

（常勤医） 

日本内科学会指導医 0名，日本内科学会総合内科専門医 0名 

その他 0名 

外来・入院患者数 内科系外来患者 105名（1 ヶ月平均） 内科系入院患者 27名（1ヶ月平均） 

病床数 98 床（急性期病床） 

経験できる疾患群 研修手帳（疾患群項目表）にある 13 領域，70 疾患群の症例については,特に高齢

者の診療を通じて,広く経験することになります.複数の疾患を併せ持つ高齢者の

治療・全身管理・今後の治療方針の考え方について学ぶことができます. 

経験できる技術・技

能 

内科専門医に必要な技術・技能を，地域中核二次医療病院の枠組みの中で経験し

ていただきます.実際の症例に基づきながら幅広く経験することができます． 



 
38 

経験できる地域医

療・診療連携 

急性期医療だけでなく，超高齢社会に対応した地域に根ざした医療，病診・病病

連携なども経験できます． 

学会認定施設 

（内科系） 

なし 
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２．福島県立宮下病院 

 

認定基準 

【整備基準 24】 

1)専攻医の環境 

•初期臨床研修における地域医療研修施設です。 

•研修に必要な医局内座席にＰＣとインターネット環境（Wi-Fi）があります。 

•更衣室、風呂、当直用の部屋があります。 

認定基準 

【整備基準 24】 

2)専門研修プログ

ラムの環境 

•内科常勤医師は３～４名在籍しています。 

•医局を中心に当院での専攻医研修を組み立て、基幹施設のプログラム管理委

員会と連携を図ります。 

•医療安全研修会、院内感染対策研修会を年２回ずつ開催しており、専攻医も

参加出来ます。 

•基幹施設で行うＣＰＣの受講のための時間を取ることが出来ます。 

•基幹施設担当指導医と連携しながら研修指導にあたり、指導の質を保ちます。 

認定基準 

【整備基準 24】 

3)診療経験の環境 

•カリキュラムに示す内科領域 13分野のうち、総合内科、消化器、呼吸器及び

救急の分野で、専門研修が可能な症例を診療しています． 

•救急の分野では一次、二次救急対応と一般的な時間外診療が中心となります。 

認定基準 

【整備基準 24】 

4)学術活動の環境 

•福島県立病院医学研究補助金を活用し、医学研究に取り組んでいます。 

指導責任者 院長 浅野 宏  

【内科専攻医へのメッセージ】 

当院は昭和 26年に当時無医地区であった地元からの要請に応え、内科、外科、

産婦人科の 3科 24床の病院として開設し、昭和 44年に病院庁舎を新築移転し、

現在に至っています。診療圏は三島町を中心に、柳津町、金山町、昭和村の奥

会津４町村であり、高齢化率は高いところで６０％を超えています。 

主な診療科は内科と外科ですが、福島県立医科大学会津医療センター附属病院

から医師派遣をいただき、整形外科、耳鼻いんこう科、精神科（心身医療・も

の忘れ外来）、皮膚科、ペースメーカーの専門外来も行っています。 

また、「へき地医療拠点病院」として、当院から管内の国保診療所（柳津町、

金山町）へ診療応援に行っています。地域の皆様の健康が維持されるよう、地

域の診療所や保健福祉施設、会津若松市内の総合病院や会津医療センターと連

携しながら、当院で可能な検査、治療は当院で行い、専門的な治療が必要な場

合には総合病院等に速やかに紹介し、患者様に適切な治療を受けていただくこ

とを念頭に置いています。当院の基本理念である「心ある医療」を胸に、地域

の皆様に信頼され、満足していただける病院を日々目指しています。 

指導医数 

（常勤医） 

福島県医師臨床研修指導医 1名 

外来・入院患者数 外来患者 58.5名（1日平均） 内科系入院患者 13.7名（1日平均） 

病床 32 床 

経験できる疾患群 ･研修手帳にある疾患群の症例について、高齢者・慢性期患者の診療を通じて、

広く経験することが出来ます。 
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･複数の疾患を併せ持つ高齢者の治療・全身管理・今後の療養方針等の考え方

について、学ぶことが出来ます。 

経験できる技術・技

能 

･内科専門医に必要な技術・技能を、地域で唯一の病院という枠組みのなかで

経験していただきます。 

･健診、健診後の精査、地域の内科外来としての日常診療、入院診療への流れ 

･回復期患者の機能評価（認知機能・嚥下機能・排泄機能などの評価） 

･高齢患者を取り巻く家族とのコミュニケーション、かかりつけ医としての診

療の在り方 

･嚥下機能評価と機能に見合った食事の提供、誤嚥防止への取組 

･褥創についてのチームアプローチ 

経験できる地域医

療・診療連携 

･入院診療については、急性期病院から急性期後に転院してくる患者の診療 

･多職種及び家族とともに今後の療養方針を検討し、療養の場の選定と実施に

むけた退院調整 

･在宅復帰する患者については、外来診療と訪問診療、訪問看護との連携、ケ

アマネージャーによるケアマネジメント（介護部門）との連携 

･特別養護老人ホームの回診 

･管内の国保診療所への診療応援と診療所医師との連携 

･地域における学校医や保健行政活動 

･院内健康教室や出前講座開催時の参加 

学会認定施設 

（内科系） 
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資料１ 

福島県立医科大学会津医療センター附属病院 

内科専門研修プログラム管理委員会 

（平成 29年 2月現在） 

 

 

 委員長：入澤篤志  （プログラム統括責任者，研修教育センター長，消化器分野責任者）   

 委 員：・福島県立医科大学会津医療センター附属病院 

      鈴木啓二 （病院長，総合内科, 神経, アレルギー, 膠原病分野責任者） 

      新妻一直 （感染症, 呼吸器分野責任者） 

      大田雅嗣 （血液分野責任者） 

      鶴谷善夫 （循環器分野責任者） 

      橋本重厚 （内分泌, 代謝, 腎臓分野責任者） 

       三潴忠道 （東洋医学分野担当） 

       冨樫一智 （消化器分野担当） 

       宗像源之 （プログラム副統括責任者，救急分野責任者） 

       佐久間健二（事務局代表，研修教育センター事務担当） 

     ・連携施設担当委員 

       福島県立医科大学附属病院  濱口杉大 

       竹田綜合病院        星 健太 

       福島県立南会津病院     佐竹賢仰 

       福島県立宮下病院      浅野 宏 

 オブザーバー：内科専攻医代表 山田匠希 

 


